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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裁断ユニットと、前記裁断ユニットの下方に配置され、前記裁断ユニットによって裁断
された裁断屑を収容する裁断屑収容容器との間に配置された裁断屑均しユニットであって
、
　ユニット本体と、
　前記ユニット本体に復動可能に取付けられ、前記裁断屑収容容器内にたまった前記裁断
屑の偏りを均す均し具と、
　前記均し具を復動させる駆動部と、を備え、
　前記均し具は、カバー体に覆われている事を特徴とする裁断屑均しユニット。
【請求項２】
　前記均し具に取付けられ、前記裁断屑にたまった電荷を除電する除電部材を備え、
　前記カバー体は、前記均し具と前記除電部材とを覆っている事を特徴とする請求項１　
に記載の裁断屑均しユニット。
【請求項３】
　前記カバー体には、前記除電部材を露出させる貫通孔が少なくとも１つ以上設けられ、
前記カバー体は、紙からなることを特徴とする請求項２に記載の裁断屑均しユニット。
【請求項４】
　前記ユニット本体の内側に設けられ、前記裁断屑にたまった電荷を除電する除電部材を
備えたことを特徴とする、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の裁断屑均しユ
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ニット。
【請求項５】
　前記除電部材は、ブラシ状であることを特徴とする、請求項２ないし請求項４のいずれ
か１項に記載の裁断屑均しユニット。
【請求項６】
　前記除電部材は、シート状であることを特徴とする、請求項２ないし請求項４のいずれ
か１項に記載の裁断屑均しユニット。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の裁断屑均しユニットを備える事を特徴
とするシュレッダー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シュレッダー装置の内部に収容されている裁断屑を均して、裁断屑の高さを
ほぼ均一にする裁断屑均しユニット及びシュレッダー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シュレッダー装置に内蔵されている裁断ユニットにより裁断された裁断屑は、裁
断ユニットの下方に配置される裁断屑収容容器内に落下する。
【０００３】
　通常、シュレッダー装置には裁断屑検知センサが設けられており、裁断屑収容容器が裁
断屑で満杯になると、裁断屑検知センサがその状態を検知し、裁断ユニットの動作を強制
的に停止するとともに、裁断層収容容器が裁断層で満杯であることを知らせるアラームを
発する（例えば、赤色灯を点滅させる）。そして、シュレッダー装置の管理者が裁断層収
容容器から裁断屑を取り出し、裁断屑収容容器を空にすると、裁断ユニットは動作可能の
状態に復帰する。
【０００４】
　また、裁断屑を単に収容する場合、裁断屑の容積は裁断前のシートの容積よりも格段に
大きくなる。そのため、裁断屑検知センサが裁断屑の高さが所定の高さに達した事を検知
すると、裁断屑収容容器内の裁断屑を均して、更に裁断屑を裁断屑容器内に収容可能にす
る技術が開示されている（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開平９-４７６８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、非導電性物質である紙は、裁断ユニット内の導電性物質からなるカッタ
ーと擦れ合って裁断されるため、裁断屑は多量の静電気を帯びる。そのため、裁断ユニッ
トから裁断屑収容容器に落下する裁断屑は、裁断屑収容容器に収容された裁断屑からのク
ーロン力により、容易に落下する事が出来ない。
【０００７】
　また、裁断屑収容容器に収容される裁断屑が多くなればなるほど、裁断屑収容容器に収
容された裁断屑からのクーロン力は大きくなるため、裁断ユニットから落下する裁断屑は
、裁断屑収容容器に収容されず、ユニット本体、均し具に付着する。そのため、図示しな
い裁断屑検知センサが裁断屑収容容器が裁断屑で満杯になったと誤認し、裁断ユニットの
動作を停止することがあった。また、裁断屑の廃棄時に、帯電した裁断屑をユニット本体
や、均し具から取り除く手間がかかっていた。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題点を鑑みてなされたもので、裁断屑の付着を防ぎ、安定し
た動作が可能でメンテナンス性を向上させた裁断屑均しユニット、及びシュレッダー装置
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を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る裁断屑均しユニットは、裁断ユニットと、前
記裁断ユニットの下方に配置され、前記裁断ユニットによって裁断された裁断屑を収容す
る裁断屑収容容器との間に配置された裁断屑均しユニットであって、ユニット本体と、前
記ユニット本体に復動可能に取付けられ、前記裁断屑収容容器内にたまった前記裁断屑の
偏りを均す均し具と、前記均し具を復動させる駆動部と、を備え、前記均し具は、カバー
体に覆われている事を特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、除電部材が裁断屑と直接触れないように、均し具がカバー体で覆われ
ているため、均し具への裁断屑の付着を防ぐことができる。
【００１１】
　また、本発明の裁断屑均しユニットにおいては、前記均し具に取付けられ、前記裁断屑
にたまった電荷を除電する除電部材を備え、前記カバー体は、前記均し具と前記除電部材
とを覆っている事を特徴とする。
【００１２】
　これにより、均し具に除電部材を設けたため、裁断屑の除電が可能になり、均し具やユ
ニット本体への裁断屑の付着を防ぐことができる。
【００１３】
　また、本発明の裁断屑均しユニットにおいては、前記カバー体には、前記除電部材を露
出させる貫通孔が少なくとも１つ以上設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　これにより、カバー体による均し具への裁断屑の付着を抑えつつ、除電部材による裁断
屑の除電を行うことができる。
【００１５】
　さらに、本発明の裁断屑均しユニットは、前記カバー体は紙からなることを特徴とする
。
【００１６】
また、本発明の裁断屑均しユニットにおいては、前記ユニット本体の内側に設けられ、前
記裁断屑にたまった電荷を除電する除電部材を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　これにより、ユニット本体への裁断屑の付着を防ぐことができる。また、除電部材の設
置量が増えるため、より裁断屑の除電をする事ができるようになり、ユニット本体だけで
なく均し具やカバー体などに裁断屑が付着することを防ぐことができる。
【００１８】
　また、本発明の裁断屑均しユニットにおいては、前記除電部材は、ブラシ状であること
が好ましい。
【００１９】
　また、本発明の裁断屑均しユニットにおいては、前記除電部材は、シート状であること
が好ましい。
【００２０】
本発明に係るシュレッダー装置は、請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の裁断
屑均しユニットを備える事を特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、均し具やユニット本体に除電部材を設けたため、裁断屑の除電が可能
になり、均し具やユニット本体への裁断屑の付着を防ぐことができる。更に、除電部材が
裁断屑と直接触れないように、均し具と除電部材が絶縁体からなるカバーで覆われている
ため、均し具への裁断屑の付着を効果的に防ぐことができる。
【発明の効果】
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【００２２】
　本発明に係る裁断屑均しユニット、及びシュレッダー装置によれば、裁断屑の付着を防
ぎ、安定した動作が可能でメンテナンス性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るシュレッダー装置と、本発明に係る裁断屑均しユニットの配置関係
を示す断面図である。
【図２】本発明に係る裁断屑均しユニットの第１実施形態を示す斜視図である。
【図３】本発明に係る裁断屑均しユニットを上面から見た場合の平面図である。
【図４】本発明に係る裁断屑均しユニットをプレート部材側から見た平面図である。
【図５】本発明に係る均し具、除電ブラシ、及びカバー体を説明する説明図である。
【図６】本発明に係る均し具の縦断面図である。
【図７】本発明に係る均し具の駆動部の概略図である。
【図８】本発明に係る均し具ユニットの駆動系統を示す概略図である。
【図９】本発明に係る裁断屑均しユニットの第２実施形態を示す斜視図である。
【図１０】本発明に係る裁断屑均しユニットの第２実施形態を示す斜視図である。
【図１１】本発明に係る裁断屑均しユニットの第３実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら詳細に説
明する。
【００２５】
　図１は、シュレッダー装置４０と、本発明に係る裁断屑均しユニットとしての裁断屑均
しユニット１の配置関係を示す断面図である。シュレッダー装置４０は、箱状の本体４１
と、本体４１の内部に配置されシート投入口４４から投入された紙Ｐを裁断する裁断ユニ
ット４６と、裁断ユニット４６の下方に配置され裁断屑Ｑを収容する裁断屑収容容器４５
とからなる。また、本体４１の前面には扉４３が設けられ、本体４１の内部は仕切り板４
２で上部空間と下部空間に仕切られている。ここで、裁断ユニット４６と裁断屑均しユニ
ット１は上部空間に配置され、裁断屑収容容器４５は下部空間に配置されている。そして
、裁断屑均しユニット１は、裁断ユニット４６の下方に配置され、裁断ユニット４６と裁
断ユニット４６によって裁断された裁断屑Ｑを収容する裁断屑収容容器４５との間に配置
されている。
【００２６】
　図２は、本発明に係るシュレッダー装置用の裁断屑均しユニットの第１実施形態を示す
斜視図である。尚、図２は、裁断屑均しユニット１の動作状態における上下方向が逆にな
るように示している。裁断屑均しユニット１は、ユニット本体２と、ユニット本体２に復
動可能に取付けられ、裁断屑収容容器４５内にたまった裁断屑Ｑの偏りを均す均し具５と
、均し具５を復動させる駆動部１０と、を備え、均し具５は、絶縁体からなるカバー体７
に覆われている。
【００２７】
　モーター１８は裁断屑均しユニット１のユニット本体２の内壁に取付けられ、ユニット
本体２の内部に、一対のプレート部材４Ａ、４Ｂに保持される７枚の均し具５が設けられ
ている。そして、プレート部材４の端部にはモーター１８の動作により回動する支持軸１
６、１７が貫通している。支持軸１６、１７は一方をモーター１８の動力を受ける駆動部
１０に固定され、他方は取付金具８の端部に固定されている。
【００２８】
　取付金具８は、一方の端部に支持軸１７、１８を固定し、他方の端部は回動自在にユニ
ット本体２に取付けられる。これにより、モーター１８の駆動によって、支持軸１７、１
８が回動し、均し具ユニット３が、ユニット本体２の上方（裁断ユニット４６側）と下方
（裁断屑収容容器４５側）とに復動して、ユニット本体２の下方にある裁断屑を均す。
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【００２９】
　図３は、裁断屑均しユニット１を上面から見た場合の平面図である。図４は裁断屑均し
ユニット１をプレート部材４Ａ側から見た平面図である。図３、図４に示すように、ユニ
ット本体２のモーター１８が取付けられる枠体の外側には、外装ケース９が取付けられて
いる。尚、外装ケース９の内側には、後述するようにモーター１８のシャフトに取付けら
れた駆動プーリー１１、プレート部材４と均し具５を駆動させる被動プーリー１３、１４
等が配置されている。
【００３０】
　図４は、均し具ユニット３がユニット本体２から最も下がっている状態を示している。
この状態では、後述する支持軸１６、１７（図８参照）が下方に向いており、プレート部
材４と均し具５がユニット本体２の底面よりも下方に位置している。また、プレート部材
４の下方に向けて均し具５の先端部が突き出ているため、モーター１８の駆動により支持
軸１６、１７を回転し、均し具５が回動することで、均し具５の先端部が裁断屑収容容器
内の裁断屑を均す。
【００３１】
　図５は、均し具５、除電ブラシ６、及びカバー体７を説明する説明図である。均し具５
は、裁断屑Ｑにたまった電荷を除電するブラシ状の除電部材として除電ブラシ６を備え、
カバー体７は均し具５と除電ブラシ６とを覆っている。均し具５には、除電ブラシ６が均
し具５と電気的に接するように、粘着テープ６ａ（例えばアルミテープ）で取付けられて
いる。尚、除電ブラシ６の取付方法としては、金属板を均し具５にネジ等で固定し、金属
板と均し具５で除電ブラシを挟持するように取付けてもいいし、導電性接着剤等を用いて
取付けてもよい。また、均し具５は、プレート部材４とユニット本体２を介して、シュレ
ッダー装置４０の金属部分に電気的に接続され、接地（アース）されている。そのため、
均し具５に取付けられる除電ブラシ６も接地（アース）され、裁断屑を除電出来る。
【００３２】
　また、カバー体７は、除電ブラシ６を露出させる貫通孔７ａが少なくとも１つ以上設け
られている。ここではカバー体７は絶縁体である紙（例えば、スノーマット等のコーティ
ング紙）からなる。そして、裁断屑Ｑはカバー体７の複数の貫通孔７ａを介して除電ブラ
シ６により除電される。これにより裁断屑Ｑの除電を行え、更にカバー体７による裁断屑
Ｑの均し具５へ接触を防ぐことができるため、裁断屑Ｑの均し具５やユニット本体２への
付着を防ぐことができる。
【００３３】
　図６は、本発明に係る均し具５の縦断面図である。図６に示すように、各均し具５は厚
みＴ（プレート部材４の長さ方向における長さ）が上方から下方に向かって小さくなるテ
ーパ形状をなす縦断面を有している。そして、先述のように均し具５の側面には除電ブラ
シ６が取付けられている。ここでは、除電ブラシ６の上端部６ａは、均し具５の中間部付
近に設定されているが、より上方に設定してもよい。
【００３４】
　図７は、本発明に係る均し具の駆動部１０の概略図である。均し具の駆動部１０は、ユ
ニット本体２の側壁の外側に取付けられる外装ケース９の内側に配置されている。
【００３５】
　図７に示すように、モーター１８のシャフトに駆動プーリー１１が取付けられ、駆動プ
ーリー１１は駆動ベルト１２を介して、モーター１８の動力を支持軸１６、１７を駆動さ
せる二つの被動プーリー１３、１４に伝える。さらに、適当な箇所にテンションローラー
１５が取り付けられており、テンションローラーｌ５は駆動ベルト１２の張力を適度な値
に維持している。
【００３６】
　図８は均し具ユニット３の駆動系統を示す概略図である。ここでは、プレート部材４と
均し具５が、上がっている状態を示している。プレート部材４Ａ、４Ｂには、両端に貫通
孔４ａ、４ｂが形成されている。貫通孔４ａ、４ｂの各々には支持軸１６、１７の一端が
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貫通しており支持軸１６、１７の他端はそれぞれ被動プーリー１３、１４に取り付けられ
ている。
【００３７】
　支持軸１６は、プレート部材４Ａ、４Ｂを貫通する第１直線部分１６ａと、第１直線部
分１６ａに対して直角に屈曲している第２直線部分１６ｂと、第２直線部分１６ｂ対して
直角に屈曲し、第１直線部分１６ａと平行に延び、被動プーリー１３に取り付けられてい
る第３直線部分１６ｃと、からなっている。
【００３８】
　同様に、支持軸１７は、プレート部材４Ａ、４Ｂを貫通する第１直線部分１７ａと、第
１直線部分１７ａに対して直角に屈曲している第２直線部分１７ｂと、第２直線部分１７
ｂ対して直角に屈曲し、第１直線部分１７ａと平行に延び、被動プーリー１４に取り付け
られている第３直線部分１７ｃと、からなっている。
【００３９】
　モーター１８の駆動により駆動プーリー１１が回転すると、駆動ベルト１２を介して被
動プーリー１３、１４が回転する。そして、被動プーリー１３、１４にそれぞれ固定され
た支持軸１６、１７が回転する。ここで支持軸１６、１７には第１直線部分１６ａ、１７
ａと、第１直線部分１６ａ、１７ａと平行している第３直線部分１６ｃ、１７ｃと、第１
直線部分１６ａ、１７ａと第３直線部分１６ｃ、１７ｃの間に、これらに対して垂直に屈
曲する第２直線部分１６ｂ、１７ｂが設けられている。そのため、被動プーリー１３、１
４の回転を受けて支持軸１６、１７が回転すると、第１直線部分１６ａ、１７ａは第３直
線部分１６ｃ、１７ｃを中心軸とするように回動し、均し具ユニット３が上方から下方へ
回動するように往復駆動する。
【００４０】
　また、プレート部材４Ｂは取付金具８で回動可能に固定されているため、均し具ユニッ
ト３はモーター１８の駆動に合わせて上方から下方に回動するように容易に往復駆動でき
る。これにより、モーター１８を駆動させると、均し具５が回動駆動し、裁断屑収容容器
内に積層する裁断屑を均すことが出来る。尚、ここでは、プレート部材４を貫通する支持
軸１６、１７が被動プーリー１３、１４に取付けられる構造としたが、プレート部材４Ａ
側にも取付金具８を備え、該取付金具８が被動プーリー１３、１４の回転に応じて回動す
るように固定されるようにしてもよい。
【００４１】
　図９、図１０は、本発明に係るシュレッダー装置用の裁断屑均しユニットの第２実施形
態を示す斜視図である。本実施形態に係る裁断屑均しユニット２１は、ユニット本体２２
の内側に、裁断屑Ｑにたまった電荷を除電する除電ブラシ２９を備えている。尚、裁断屑
均しユニット２１は、第１実施形態の裁断屑均しユニット１と同様に、均し具２５には除
電ブラシ２６が取付けられ、均し具２５と除電ブラシ２６は、カバー体２７に覆われてい
る。
【００４２】
　ユニット本体２２に取付けられている除電ブラシ２９Ａと除電ブラシ２９Ｃは、粘着テ
ープ２９ａなどでユニット本体２２の内側に電気的に接続するように取付けられている。
また、除電ブラシ２９Ｂは、均し具２５と平行になるようにユニット本体２２の内側に設
けられる橋架部２２ａに電気的に接続するように取付けられている。ここで、橋架部２２
ａは、金属等の導電体からなり、ユニット本体２２と電気的に接するように固定されてい
る。そのため、各除電ブラシ２９は、ユニット本体２２を介してシュレッダー装置の金属
部に接地（アース）されている。
【００４３】
　そして、除電ブラシ２９は、裁断屑収容容器４５内に積層する裁断屑を均す際に、積層
する裁断屑に接するように設定されている。そのため、裁断屑収容容器４５内に積層する
裁断屑を除電でき、裁断ユニット４６で裁断されて裁断屑収容容器４５に落下してくる裁
断屑が、クーロン力によりカバー体２７や、ユニット本体２２に付着することを防止でき
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る。
【００４４】
　ここでは、除電ブラシ２９を３カ所に取付けたが、ユニット本体２２のモーター２０側
に裁断屑が付着する場合は、この場所にも取付けてもよい。逆に、裁断屑が付着しにくい
場所には、除電ブラシ２９を取付けないようにしてもよい。
【００４５】
　図１１は、本発明に係るシュレッダー装置用の裁断屑均しユニットの第３実施形態を示
す斜視図である。本実施形態に係る裁断屑均しユニット３１は、均し具ユニット３３の周
囲に、シート状の除電部材として除電シート３９を設けている事を特徴とする。尚、裁断
屑均しユニット３１は、第１実施形態の裁断屑均しユニット１と同様に、均し具３５には
除電ブラシ３６が取付けられ、均し具３５と除電ブラシ３６がカバー体３７に覆われてい
る。尚、ここでは均し具３５に取付けられる除電部材はブラシ状としたが、シート状の除
電部材にしてもよい。
【００４６】
　除電シート３９は、粘着テープでユニット本体３２や、ユニット本体３２に橋架される
橋架部３２ａに電気的に接するように取付けられている。そして、除電シート３９は、除
電ブラシ３６と同様に導電性素子からなり、ここではカーボン繊維からなる。
【００４７】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は上述した実施例に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の
変形、変更が可能である。ここでは、除電部材が均し具やユニット本体を介してシュレッ
ダー装置４０の金属部分に接地している構成としたが、本発明はこれに限定されず、除電
部材がシュレッダー装置の金属部分等に直接電気的に接続される構成としてもよい。その
ため、ユニット本体と均し具は必要に応じて各種導電材料や絶縁材料で構成することがで
きる。また、均し具や除電ブラシ、除電シートはカーボン繊維からなる構成としたが、本
発明はこれに限定されず、導電性フィラーを用いた各種合成樹脂、金属等であってもよい
。
【符号の説明】
【００４８】
　１・・・裁断屑均しユニット
　２・・・ユニット本体
　３・・・均し具ユニット
　４・・・プレート部材
　５・・・均し具
　６・・・除電ブラシ
　７・・・カバー体
　８・・・取付金具
　９・・・外装ケース
　１０・・・均し具駆動部
　１６、１７・・・支持軸
　１８・・・モーター
　２２ａ・・・橋架部
　４０・・・シュレッダー装置
　４５・・・裁断屑収容容器
　４６・・・裁断ユニット
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